
       令和７ 年度 江東区居住支援協議会 
 
 

日時: 令和８ 年３ 月５ 日（ 木） 午後３ 時    

場所: 江東区文化センタ ー６ 階 １ ～３ 会議室 
 

 

会 議 次 第 

 

第一部 （ 1 5 : 0 0 -1 6 : 0 0 ）  

居住支援セミ ナー 

講演「 高齢入居者への見守り や死後の残置物処理等から みる こ れから の賃貸住宅」  

 

第二部 （ 1 6 : 1 0 -1 7 : 1 0 ）  

１  会員紹介 （ 資料１ ）  

 

２  議 題 

( 1 )  居住支援協議会について 

・ 会員の加入について  

 

( 2 )  令和８ 年度の取組方針について 

・ お部屋探し サポート 事業の実施状況について （ 資料２ ）  

・ 令和８ 年度予算について （ 資料３ ）  

 

３  報告事項 

(1 )  居住支援法人に対する ヒ アリ ング結果について（ 住宅課）  （ 資料４ ）  

( 2 )  居住サポート 住宅認定制度の開始について（ 住宅課）  （ 資料５ ）  

( 3 )  障害者に対する 住宅入居等支援事業について（ 障害者施策課）  （ 資料６ ）  

 

４  その他                    

（ 1）  各団体の取組みについて  

 

〔 配付資料〕  

資料１   令和７ 年度 江東区居住支援協議会 会員名簿 

資料２   お部屋探し サポート 事業の実施状況について 

資料３   令和８ 年度予算について 

資料４   居住支援法人に対する ヒ アリ ング結果について 

資料５   居住サポート 住宅認定制度の開始について 

資料６   住宅入居等支援事業（ 障害者単身生活サポート 事業） について 

 

 

参 考   江東区居住支援協議会会則（ 令和６ 年４ 月１ 日改定）  



令和7年度  

区 分 団 体 名 部 署 職 名 備 考

支部長

副支部長

支部長

副支部長 ・ 相談委員長

副支部長 ・ 総務委員長

自主規制委員長

教育研修副委員長

東京都住宅供給公社 住宅総合企画部 住宅総合企画課長

独立行政法人　 都市再生機構　
東日本賃貸住宅本部

　 東京東エリ ア経営部

エリ ア計画課

担当課長 （ ウ ェ ルフ ェ ア推進）

福祉サービ ス 課 福祉サービ ス 課長

地域福祉推進課 地域福祉推進課長

東京都 住宅政策本部民間住宅部 安心居住推進課長

部長 副会長

長 寿応援課長

地域ケア推進課長

障害福祉部長

障害者施策課長

障害者支援課長

部長

保護第一課長

生活応援課長

部長

こ ど も 家庭支援課長

部長 会長

住宅課長

こ ど も 未来部

江東区居住支援協議会　   会員名簿

民 間 事 業 者 団 体

公益社団法人　 東京都宅地建物取引業協会 第二ブロ ッ ク 江東区支部

公益社団法人　 全日本不動産協会東京都本部 城東第二支部

都市整備部

公的賃貸住宅事業者

居 住 支 援 団 体 社会福祉法人　 江東区社会福祉協議会

地 方 公 共 団 体
江東区

福祉部

障害福祉部

生活支援部
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１ ． 事業内容

２ ． 利用状況（ 令和７ 年４ 月～令和８ 年１ 月）

（ １ ） お部屋探し サポート 利用状況

○全対象世帯

申請件数 申請者平均希望家賃（ 円） 契約成立件数 契約者平均希望家賃（ 円） 契約者平均契約家賃（ 円）

区役所窓口利用者 56 4

協力不動産店窓口利用者 82 12

総件数 138 81, 029 16 71, 125 62, 363

（ 参考： 令和６ 年度実績）

お部屋探し サポート 利用状況( 全世帯対象)

申請件数 申請者平均希望家賃（ 円） 契約成立件数 契約者平均希望家賃（ 円） 契約者平均契約家賃（ 円）

区役所窓口利用者 41 3

協力不動産店窓口利用者 87 22

総件数 128 77, 939 25 72, 170 62, 460

令和８ 年３ 月５ 日　 　 　

都市整備部住宅課　 　 　

お部屋探し サポート 事業の実施状況について   

　 江東区居住支援協議会では、 住ま い探し に困っている 住宅確保要配慮者（ 高齢者、 障害者、

およ びひと り 親世帯） に対し 、 民間賃貸住宅の情報提供を行っている 。

1

　 本事業では、 以下の団体によ る 協力の元、 相談員が相談者に対し て空き 家の情報を提供する 。

その後、 仲介業者を通じ て当該物件の内覧などを実施し 、 入居条件が合えば賃貸借契約と なる 。

　 　 相談員　 　 ： 　 公益社団法人　 東京都宅地建物取引業協会第二ブロ ッ ク 江東区支部

　 　 　 　 　 　 　 ： 　 公益社団法人　 全日本不動産協会東京都本部城東第二支部

　 　 相談窓口　 ： 　 区役所　 毎週火曜日（ 予約制）

　 　 　 　 　 　 　 ： 　 協力不動産店　 各店舗の営業時間（ 事前申請制）
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（ ２ ） 対象世帯別のお部屋探し サポート 利用状況の内訳　 　 ※令和７ 年４ 月～令和８ 年１ 月

　 ①高齢者世帯

申請件数 申請者平均希望家賃（ 円） 契約成立件数 契約者平均希望家賃（ 円） 契約者平均年齢（ 歳）

区役所窓口利用者 35 2

協力不動産店窓口利用者 44 6

総件数 79 74, 758 8 69, 000 71. 5

　 ②障害者世帯

申請件数 申請者平均希望家賃（ 円） 契約成立件数 契約者平均希望家賃（ 円）

区役所窓口利用者 11 2

協力不動産店窓口利用者 21 5

総件数 32 89, 284 7 70, 857

　 ③ひと り 親世帯

申請件数 申請者平均希望家賃（ 円） 契約成立件数 契約者平均希望家賃（ 円）

区役所窓口利用者 5 0

協力不動産店窓口利用者 10 1

総件数 15 103, 000 1 90, 000

　 ④高齢者かつ障害者世帯

申請件数 申請者平均希望家賃（ 円） 契約成立件数 契約者平均希望家賃（ 円） 契約者平均年齢（ 歳）

区役所窓口利用者 4 0

協力不動産店窓口利用者 6 0

総件数 10 73, 400 0 - -

　 ⑤ひと り 親かつ障害者世帯

申請件数 申請者平均希望家賃（ 円） 契約成立件数 契約者平均希望家賃（ 円）

区役所窓口利用者 1 0

協力不動産店窓口利用者 1 0

総件数 2 70, 000 0 -

2



３ ． お部屋探し サポート 事業実績

（ １ ） ６ ・ ７ 年度比較　 事業実績（ 速報値） 単位： 件

区役所 不動産店
計
Ａ

区役所 不動産店
計
Ｂ

申込件数 41 87 128 56 82 138

高齢者 32 58 90 35 44 79

障害者 5 12 17 11 21 32

ひと り 親 3 14 17 5 10 15

高齢者かつ障害者 1 3 4 4 6 10

ひと り 親かつ障害者 0 0 0 1 1 2

契約成立件数 3 22 25 4 12 16

高齢者 2 14 16 2 6 8

障害者 0 2 2 2 5 7

ひと り 親 0 5 5 0 1 1

高齢者かつ障害者 1 1 2 0 0 0

ひと り 親かつ障害者 0 0 0 0 0 0

成約率 7. 3% 25. 3% 19. 5% 7. 1% 14. 6% 11. 6%

（ ２ ） 　 事業実績推移 単位： 件

年度

申込件数 87 108 128 138

契約成立件数 15 22 25 16

※　 協力不動産店舗数（ 年度当初）

令和４ 年度 41店舗、 令和５ 年度 43店舗、 令和６ 年度 48店舗、 令和７ 年度 55店舗

４ ． 江東あんし んサポート

（ １ ） 　 事業実績推移 単位： 件

年度

申込件数 0 2 1 2

0
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6

2

-9

令和５ 年度 令和６ 年度
令和７ 年度

( 令和8年1月末)
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Ｂ -Ａ

R７ -R６
比較

10

5
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3

区　 分

令和４ 年度

令和６ 年度
３ 月末

令和５ 年度

-8

令和７ 年度
令和８ 年１ 月末

令和４ 年度

令和７ 年度
( 令和8年1月末)



令和８ 年３ 月５ 日 

都市整備部住宅課 

 

令和８ 年度予算について 

 

１  予算概要                      （ 単位： 千円）  

 予算項目 予算額 備考 

区予算 家主等謝礼金 1, 775  30 件分（ 前年同数）  

I oT電球見守り 委託 210  10 件分（ 同▲11 件）  

契約補助金等 2, 898  27 件分（ 前年同数）  

( 協議会運営費補助金)  ( 729)  協議会へ支出 

協議会予算 相談窓口運営委託 304  セミ ナー謝礼を 含む 

消耗品費 15  プリ ンタ ーイ ンク 代等 

食糧費 4  会議でのお茶 

印刷製本費 158  各種パンフ レ ッ ト  

通信費 46  イ ンタ ーネッ ト 使用料 

備品購入費 200  パソ コ ン購入（ 皆増）  

手数料 2  振込手数料 

計 729  前年度比+200 千円 

 

２  令和８ 年度の取組方針 

（ 1） お部屋探し サポート 事業の着実な実施 

  相談件数が増加傾向の一方で、 契約成立件数はほぼ横ばいと なっ ており 、

住ま い探し にお困り の方に対する 丁寧な応対等によ り 成約件数の増を図る 。  

 

（ 2） 居住支援法人と の交流の場の開催（ 試行）  ※資料４ 参照 

  居住支援法人に対する ヒ アリ ング結果を 踏ま えて、 本年夏ごろに居住支援

法人と の交流の機会（ ワ ーキング等） を試行実施する 。  

 

（ 3） I oT電球を 活用し た見守り 事業の移行 

  高齢者見守り 電球設置事業（ 福祉部所管） の予算化に伴い、 本協議会にて

実施し ている 見守り 事業については新規事業への移行を 検討する 。  

（ 参考） 両事業の比較 

既存事業 高齢者見守り 電球設置事業 

お部屋探し サポート 事業にて住居の

紹介を受けた単身高齢者（ 65 歳以

上）、 単身障害者 

単身高齢者（ 70 歳以上）  

ただし 、 施設入居者や他サービス の

利用者等は対象外 

２ 年間助成 Ｒ ９ ま で全額助成（ 開始時期未定）  

Ｒ 10 以降は課税状況によ り 助成 

ヤマト 運輸「 ク ロ ネコ 見守り サービ

ス 」 を利用 

未定 

 

３  その他 

  上記については、 江東区区議会での予算案可決が前提であり 、 変更と なる

場合がある 。  
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令和８ 年３ 月５ 日 

都市整備部住宅課 

 

 

居住支援法人に対する ヒ アリ ング結果について 

 

１  経 緯 

  令和５ ～６ 年度に、 区内に拠点を置く 居住支援法人２ 法人よ り 、 本協議会への参加

要望があっ た。 こ の状況を 踏ま えて、 区では令和６ ～７ 年度において区内で活動する

居住支援法人に対し てヒ アリ ングを実施し た。  

 

２  ヒ アリ ング結果 

（ 1） 実施期間 令和６ 年１ １ 月～令和８ 年２ 月 

（ 2） 実施対象 区内で活動する ８ 法人 ※各居住支援法人の活動状況で選定 

（ 3） 実施結果 詳細は別紙参照 

居住支援法人名 意見（ 抜粋）  

NPO法人東京ソ テリ ア 社会福祉協議会など 関係機関と 連携し ながら 、 主に障害者

の居住支援、 地域定着支援を行っていく 。  

株式会社 KURASHI   見守り サービ ス の会社や葬儀会社と 提携し て高齢者を 支援

し ており 、 サブリ ース や自社物件を 増やし ていく 。  

NPO法人エヌ フ ィ ッ ト  障害者の居住支援、 就労支援を 行っ ており 、 入居後のメ ン

タ ルケアを行いつつ必要であれば行政へつないでいく 。  

一般社団法人 

生涯現役ハウ ス   

空き 家オーナーと のマッ チング支援や、 町会・ 自治会など

地域と の交流機会づく り に取り 組んでほし い。  

社会福祉法人 

おあし す福祉会  

居住支援法人間での意見交換や交流、 行政に対する 要望の

機会を設けてほし い。  

ホームネッ ト 株式会社 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の意見は、 不動産賃貸

における 現場の声であり 、 居住支援に役立つと 考える 。  

株式会社 R65 社会福祉協議会は、 居住支援の現場に精通し ており 、 居住

支援協議会の構成員と し て欠かせない。  

吉祥ハウ ジング 

有限会社 

行政と 随時連携し て支援し ている が、 人員体制上、 協議会

等の会議体への参加時間の確保が難し い。  

 

【 考察】  

 ・ 社会福祉協議会や関係団体（ 日本賃貸住宅管理協会等） の意見・ 役割が重要 

 ・ 居住支援法人間や行政と の交流、 意見聴取の機会が必要 

 ・ 居住支援法人（ 特に小規模事業者） の負担軽減への配慮が必要 

 

３  今後の考え方について 

  こ れま で本協議会では、 都内の居住支援法人 66 法人に対し て公平公正な立場を保

つため、 居住支援法人の協議会加入を 見送っ てき た。 一方で、 居住支援法人から は居

住支援に係る 意見交換や行政に対する 要望の機会を 求める 声がある こ と から 、 今後は

居住支援協議会の開催に加えて別の機会（ ワ ーキング） を設ける こ と と し 、 その内容

について本協議会で報告する 。  

資料 4













260204_ 江東区打ち合わせ資料 

 

■社員数： 99 名 

■事業概要： 緊急通報サービ ス ／位置情報提供サービ ス ／健康診断予約代行サービ ス  

      見守り サービ ス （ 見ま も っ TEL プラ ス ／HN ハロ ーラ イ ト ／GOOSE）  

      コ ールセン タ ーサービ ス ／ス マケア（ 定期巡回・ 随時対応サービ ス ）  

      居住支援事業／家財整理サービ ス  

■担当社員数： 3 名 

■支援内容（ 2020 年 4 月～2025 年 3 月）  

（ 入居前）  

・ 入居相談件数： 1,561 件（ う ち、 成約件数： 173 件）  

  

 

 

（ 入居後）  

・ 定期的な見守り 件数： 4,509 件（ 見ま も っ TEL・ HN ハロ ーラ イ ト 利用者合計）  

・ 家財整理サービ ス 見積依頼： 628 件（ う ち、 サービ ス 提供： 326 件）  

  

 

 

（ 特に力をいれている 取組み）  

  ・ 入居相談事業の受託 

  ・ 安否確認サービ ス の導入促進 

  ・ 家財整理サービ ス の活用促進 

■江東区での活動状況（ ない場合、 江東区での活動は可能か）  

 ・ 入居相談： 過去 4 件（ 2019 年度 2 件／2024 年度 1 件／今年度 1 件）  ※成約なし  

 ・ 居住支援セミ ナーへの講師派遣 

■他に会員と なっ ている 居住支援協議会（ 自治体名）  

さ いたま 市、 千代田区、 新宿区、 墨田区、 世田谷区、 渋谷区、 中野区、 北区、 葛飾区、  

江戸川区、 三鷹市、 府中市、 調布市、 小平市、 西東京市、 横浜市、 相模原市、 座間市、  

守口市、 広島市、 東広島市、 沖縄市（ 計 22 区市）  

■他区での取り 組み 

・ 居住支援協議会への出席： 284 回（ う ち、 都道府県協議会 103 回、 市区協議会 181 回）  

   

 

 

 ・ 港区： 民間賃貸住宅支援事業と 入居相談の運営等の連携実施に関する 協定締結（ R7 年 4 月 1 日）  

 ・ 新宿区： 住み替え相談と 入居相談の運営等の連携実施に関する 協定締結（ R6 年 8 月 1 日）  

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 合計

都道府県 3 23 23 25 29 103

市区 0 26 41 49 65 181

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 合計

相談 328 239 292 310 392 1,561

成約 36 25 35 35 42 173

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 合計

依頼 8 56 139 199 226 628

成約 5 36 81 96 108 326

ホームネッ ト 株式会社



 ・ 調布市： 住宅確保要配慮者相談窓口設置事業業務委託（ R4 年 4 月 1 日～）  

 ・ 西東京市： 住宅確保要配慮者居住支援業務委託（ R6 年 4 月 1 日～）  

 ・ 東京都： 東京都住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅安心居住パッ ケージ事業（ R3 年度・ R4 年度）  

 ・ 国土交通省： みんなが安心し て住ま いを 提供でき る 環境整備モデル事業（ R6 年度、 R7 年度）  

・ 居住支援セミ ナー等への講師派遣： 69 件 

  

 

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 合計

件数 11 12 15 12 19 69





 

 



令和８ 年３ 月５ 日 

都市整備部住宅課 

 

居住サポート 住宅認定制度の開始について 

 

１  経 緯 

  住宅セーフ ティ ネッ ト 法において、 事業者等が入居中のサポート 等を 行う

「 居住安定援助賃貸住宅（ 居住サポート 住宅）」 の認定制度が創設さ れた。 本

制度は、 事業者等が策定する「 居住安定援助計画」 を 区市町村長等が認定する

も のであり 、 昨年１ ０ 月から 運用を開始し た。  

 

２  制度概要 ※国の資料よ り 抜粋 

 

 

３  認定等について 

（ 1） 区によ る 認定事務 

 ①認定対象 居住サポート 住宅を整備する 事業者等 

  ②認定方法 事業者が作成する 居住安定援助計画を 区が審査 

  ③認定基準 事業者及び事業計画、居住サポート 、住宅（ 国の認定基準によ る ） 

 ※安否確認、 見守り 、 福祉へのつなぎを 行う 専用住宅を 整備 

  ④入居対象 住宅確保要配慮者（ 高齢者、障害者等） ※事業者等が入居募集 

（ 2） 国によ る 支援 

  ①事業者に対する 直接補助（ 改修費、 住宅金融支援機構によ る 融資等）  

  ②区市町村等を通じ た間接補助（ 改修費、家賃・ 家賃債務保証料等低廉化等） 

資料 5



令 和 ８ 年 ３ 月 ５ 日 

障害福祉部障害者施策課 

 

 

住宅入居等支援事業（ 障害者単身生活サポート 事業） について 

 

１ ． 目的 

 保証人がいない等の理由で、 賃貸住宅への入居が困難な障害者や、 在宅で自立し た単身生活を

希望し ている 障害者等が安心し て地域の中で生活でき る 共生社会の実現を目指し ま す。  

 

２ ． 事業内容 

 地域での単身生活を希望する 障害者に対し 、 障害者が安心し て自立し た生活ができ る よ う 入居

支援員を配置し 、民間賃貸住宅等への入居支援及び定着支援を行いま す（ 平成 30 年度よ り 事業実

施）。  

 

３ ． 支援内容 

利用対象者 単身生活を希望し ている 障害者（ 現にグループホーム入居者も 含む）  

ただし 、 地域移行支援利用者を除く （ 他条件は要綱に定める ）  

実施場所 ・ 地域活動支援センタ ーウ ィ ル・ オアシス （ 江東区住吉 1 丁目）  

問い合わせ先： 03-6284-0545 

・ 地域活動支援センタ ーロ ータ ス （ 江東区大島 5 丁目）  

問い合わせ先： 03-5858-8696 

支援内容 入居支援（ 民間賃貸住宅、グループホームのサテラ イ ト 型住宅への入居） 

①家主、 地域住民、 町会等への障害の理解促進 

②医療機関と の連携 

③居住に関する ト ラ ブルへの 24 時間相談体制 

④障害者受け入れに理解のある オーナーの物件情報の収集及び公開 

入居後の単身生活移行及び定着支援 

①家事全般に対する 支援、 栄養管理指導 

②清潔保持の確認及び指導 

③就労先や日中活動先と の連絡調整 

④金銭管理指導 

 

４ ． 利用状況（ 令和８ 年１ 月３ １ 日現在）  

 登録者数 う ち入居支援数 う ち定着支援数 

ウ ィ ルオアシス  ９ 名 １ 名 ５ 名 

ロ ータ ス  ３ 名 １ 名 ２ 名 

※住宅入居等支援事業（ 障害者単身生活サポート 事業） 利用登録者数 
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江東区居住支援協議会  会則 

令和６ 年４ 月１ 日改定 

（ 名 称）  

第１ 条  こ の会は、 江東区居住支援協議会（ 以下「 本会」 と いう 。） と いう 。  

（ 目 的）  

第２ 条  本会は、 住宅確保要配慮者に対する 賃貸住宅の供給の促進に関する 法律に

基づき 、 低額所得者、 被災者、 高齢者、 障害者、 子育て世帯その他住宅の確保に特

に配慮を 要する 者（ 以下「 住宅確保要配慮者」 と いう 。） の民間賃貸住宅への円滑

な入居の促進及び住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の供給の促進、 その他必要な措

置について協議する こ と によ り 、 江東区における 福祉の向上と 住みやすい地域づく

り に寄与する こ と を目的と する 。  

（ 活 動）  

第３ 条  本会は、 前条の目的を 達成する ために、 住宅ス ト ッ ク の有効活用を 基本と

し 、 次の事業を行う 。  

１   住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に

関する こ と 。  

２   住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する 情報の提供等の支援に関

する こ と 。  

３   住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給の促進に関する こ と 。  

４   その他目的達成のために必要な事業 

（ 会 員）  

第４ 条  本会の会員は、 地方公共団体及び宅地建物取引業者、 賃貸住宅を 管理する

事業者、 住宅確保要配慮者に対し 居住に係る 支援を 行なう 者等の各団体から 推薦さ

れた者と する 。  

（ 会長およ び副会長）  

第５ 条  本会に次の役員を 置く 。  

  一  会長   １ 名 

  二  副会長  １ 名 

２   会長は、 江東区都市整備部長、 副会長は江東区福祉部長と する 。  

３   会長は、 本会の議長と なり 、 会議を 総括する 。  

４  副会長は、 会長を補佐し 、 会長に事故ある と き は、 その職務を代理する 。  

５  会長及び副会長に事故ある と き は、 あら かじ め会長が指名する 会員がその職務

を 代理する 。  

（ 会の運営）  

第６ 条  本会は、 会長が必要に応じ て開催する 。  

２   会長は、 必要がある と 認める と き は、 会員以外の団体・ 個人に対し 本会への出

席を求める こ と ができ る 。  

（ 事務局）  

参考
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第７ 条 本会の事務局は、 江東区都市整備部住宅課に置く 。  

（ 雑 則）  

第８ 条  こ の会則に定める も ののほか、 本会の運営に関し 必要な事項は、 会長が定

める 。  

（ 秘密保持）  

第９ 条 会員は、 本会の活動によ り 知り 得た秘密を漏ら し 、 又は自己の利益のため

に使用し てはなら ない。  

 

附  則 

（ 施行期日）  

こ の会則は、 平成２ ３ 年９ 月５ 日から 施行する 。  

附  則 

（ 施行期日）  

こ の会則は、 平成２ ６ 年１ １ 月２ ５ 日から 施行する 。  

附  則 

（ 施行期日）  

こ の会則は、 平成２ ８ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

 

〔  参加団体 〕  

民間事業者団体   公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会江東区支部 

公益社団法人 全日本不動産協会東京都本部城東第二支部 

公的賃貸住宅事業者 東京都住宅供給公社（ Ｊ Ｋ Ｋ ）  

独立行政法人 都市再生機構（ ＵＲ 都市機構）  

居住支援団体    社会福祉法人 江東区社会福祉協議会 

地方公共団体    東京都 

江東区 

福祉部長             〔 副会長〕  

障害福祉部長 

生活支援部長 

こ ど も 未来部長 

都市整備部長           〔 会 長〕  

福祉部長寿応援課長     （ 高齢者支援・ 施設整備） 

〃 地域ケア推進課長   （ 高齢者支援）  

障害福祉部障害者施策課長  （ 障害者支援）  

〃   障害者支援課長  （ 障害者支援）  

生活支援部保護第一課長   （ 生活保護受給者支援）  

〃   生活応援課長   （ 子育て世帯支援）  

こ ど も 未来部こ ど も 家庭支援課長 （ 子育て世帯支援）  

都市整備部住宅課長     （ 区営住宅運営管理）  


